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【資料４】　教職課程再課程認定等説明会　質問回答集 平成30年1月9日

No.
掲載／最
終更新日

質問事項 カテゴリ 回答

431 7/21

再課程認定の手引きでは、学部・学科を改組し届け出により設置する場合（教職課程認定審
査の確認事項１（１）③該当）は9月末日までに所定の書類を提出した上で課程認定審査委
員会の審査を受けることととあるが、所定の書類とは手引きP6の「（１）必要提出書類」を
さすのか。

⑩提出書類 手引き（平成30年度開設用）の掲載の変更届の様式による。

432 7/21
手引きP2に「教育課程、教員組織のみを変更する場合」とあるが、法改正に伴う変更がこの
対象になるという理解でよいか。

⑩提出書類 併せて、通常の変更届による変更も含まれる。

433 7/21
「教育実習」及び「教職実践演習」の担当教員が専任教員持ち回りで毎年交代する場合、全
ての教員を記載する必要があるのか。

⑩提出書類 御質問のとおり。

434 7/21
「教育上の能力に関する事項」や「職務上の実績に関する事項」は、過去10年以内（平成20
年4月～申請書記載日まで）の担当授業科目に関連する事項のみを記載する理解でよいか。

⑩提出書類
○「教育上の能力に関する事項」や「職務上の実績に関する事項」については、10年以内に限定されない。
○「担当授業科目に関する研究業績等」については、従前どおり10年以内の業績の記載となる。

435 7/21
これまで、課程認定を取り下げる場合は、取り下げを行う年度の前年度中に報告することと
なっていたが、平成31年度から認定を取り下げる教職課程については、再課程認定申請は不
要であり取下届の提出も不要なのか。

⑩提出書類

○平成31年度から認定を取り下げる教職課程については、平成29年度末に提出する再課程認定申請書の様式第２号
（概要）にその旨記載する。
○再課程認定申請を行わないことにより、既存の教職課程は平成30度末をもって自動的に取下げとなるため、取下
届の提出は不要である。
○有している教職課程を全て取り下げるため、再課程認定申請を一切行わない場合においては、書類の提出をする
ことなく自動的に全ての教職課程が取下げとなる。

436 7/21
直近10年以内（平成20年度～平成29年度）の教員審査における審査結果を尊重するとある
が、該当教員については、申請書にどのように記載すれば良いのか。

⑩提出書類 手引きP56を参照。

437 7/21
科目の授業内容の一部を変更するのみの場合は、新規開設に該当しないとあるが、15回で30
時間実施している授業科目について、1回当たりの時間数を増やして、14回で30時間へ変更
した場合も一部の変更と解釈してよろしいか。

⑩提出書類

○授業回数の変更により授業計画の全体を再構成することとなり、授業科目の廃止／新設に該当すると解されるた
め「授業計画の一部を変更する場合」には該当しない。
○なお、授業科目を新設する場合において、新旧で担当教員に変更がない場合においては「授業計画の一部を変
更」の場合と同様に、業績書等の提出は不要となる。（詳細は手引きP7～20を参照）

438 7/21
開設授業科目の内容の一部変更に伴い、単位数を2単位から1単位とする場合は、「※科目の
名称及び授業内容の一部を変更する場合」に該当するか。

⑩提出書類

○単位数の変更に伴い、授業計画に大幅な変更が行われていると解されるため「授業計画の一部を変更する場合」
には該当しない。
○なお、授業科目を新設する場合において、新旧で担当教員に変更がない場合においては「授業計画の一部を変
更」の場合と同様に、業績書等の提出は不要となる。（詳細は手引きP7～20を参照）

439 1/9
平成30年度以降の入学生から課程認定を取り下げようとしている課程がある場合、通常どお
り平成29年度末に『課程認定取下届』を提出し、かつ、平成29年度末提出の再課程認定申請
書においては、同課程は対象外として記載しない、という理解でよいか。

⑩提出書類
手引きP20の「記載内容の基準時点」において教職課程が既に取り下げられている場合においては、当該課程は記載
の必要はない。

440 8/4
再課程認定後、完成年度を迎えるまでは教育課程及び教員組織に変更を加えることはできな
いとされているが､教員組織の中には非常勤講師も含まれるのか。

⑩提出書類

含まれると解する。
再課程認定の申請時点においては、完成年次までに開設する科目の担当教員を記載することが必要。
その際、
○完成年次までの間に退職等が予定されている教員の後任まで既に決定している場合には、後任も含めて記載。
○退職等が未定である場合又は後任が決定していない場合には、担当する科目の開設初年次の担当教員を記載し、
それ以後の専任教員の後補充については、変更届を提出。

441 8/4
平成31年度から課程認定を取り下げる場合、通常は平成30年度中に課程認定取下届を提出す
るが、平成31年度についてのみ、再課程認定申請を行わないことで自動的に取下げとなり、
取下届の提出は不要になるという理解でよいか。

⑩提出書類 御質問のとおり。

442 8/4
教科に関する専門的事項に他学科開設科目を充てる場合で、専任教員のみなしを行わない場
合は、「履修方法等」欄に開設学科等の名称を記載する必要はないのか。

⑩提出書類 みなしを行わない場合においても、開設元学科は記載する必要がある。

443 8/4
新旧対照表の各教科の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）について、他学科と共通
開設している場合のみ「他」を記載する理解で間違いないか。同名称科目でも複数開講し、
単一学科に適用している場合は「他」の記載は不要と理解してよいのか。

⑩提出書類 御質問のとおり、自学科のみで開設している場合は「他」の記載は不要。

444 8/4

「２回目以降に記載する専任教員」については、氏名を括弧書きで記載することとなってい
るが、専任教員を置くこととなっている科目区分が設定されているため、当該科目区分に専
任教員を置いていることがわかるよう、必要に応じて、１回目の記載を括弧書きとし、２回
目以降の記載において括弧なしの記載としてよいか。

⑩提出書類 構わない。

445 8/4
シラバス掲載ページを記載する際に、シラバスが複数ページにわたる場合、「p.●-●」の
ように記載するのか、それとも、当該科目シラバスの最初のページ数を記載すればよいか。

⑩提出書類 「p.●-●」のように記載する。

446 8/4
平成30年度末に課程認定を取下げようとする場合において、再課程認定申請書の様式第２号
にその旨を記載することが必要とのことだが、取下届はいつ提出する必要があるのか。

⑩提出書類
平成31年度以降の教職課程は再課程認定により開始となるため、既存課程を平成31年度から取り下げる場合におい
ては取下届の提出は必要ない。
※過去回答の一部において上記部分と異なる回答をしている箇所があったため修正を行っている。（8/4）
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教職課程認定申請の手引き

（教員の免許状授与の所要資格を得させる
ための大学の課程認定申請の手引き）

（令和４年度開設用） 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局

教 育 人 材 政 策 課
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○施行規則第６６の６に定める科目

教育職員免許法施行規則に定める科目 同規則に定める単位数 科目名称例

日本国憲法 ２単位 法学（日本国憲法）

日本国憲法

国のしくみ（日本国憲法）

日本の憲法

暮らしのなかの憲法

体育 ２単位 体育実技A～D

基礎専門体育Ⅰ，Ⅱ

体育Ⅰ

体育実技

スポーツA，Ｂ

基礎体育

生涯スポーツ

フィットネススポーツ

身体運動論

体育一般

バレーボール

サッカー

外国語コミュニケーション ２単位 英語Ⅰ，Ⅱ

英会話A～D

中国語会話A，B

ドイツ語会話A，B

実用英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

外国語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝA，B

英語Ⅴ（英会話集中研修）

ｵｰﾗﾙｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ

ｵｰﾗﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

情報機器の操作 ２単位 情報処理

情報処理演習Ⅰ，Ⅱ

パソコン演習

情報処理入門

情報とコンピュータ

情報機器演習

情報技術

情報リテラシー

PC技法演習

教職コンピュータ基礎

コンピュータ・リテラシー

情報基礎

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｶﾞｲﾄﾞ・実習

情報メディア演習

情報Ⅰ
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